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令和 6 年度 第 1 回岐阜市高齢者福祉計画推進委員会 

 

令和6年10月30日（水）午後1時30分～午後3時00分 

岐阜市役所 12階第 1・第 2研修室         

■議事 

議事 1 第 8期岐阜市高齢者福祉計画（令和 5年度）の進捗状況について 

【資料 1】【参考資料 1-1】【参考資料 1-2】 

報告 1 第 9期岐阜市高齢者福祉計画における介護保険施設整備計画の進捗状況【資料 2】 

 

■出席委員(五十音順) 

石原 徹也 委員 社会福祉法人 岐阜市社会福祉協議会 

石山 俊次 委員 岐阜県国民健康保険団体連合会 

今井 優利 委員 公益社団法人 岐阜県理学療法士会 

大羽 正美 委員 一般社団法人 岐阜県訪問看護ステーション連絡協議会 

加藤  剛 委員 特定非営利活動法人 岐阜県グループホーム協議会 

川田 博子 委員 岐阜市民生委員・児童委員協議会 

柴田 純一 委員 中部学院大学 

鷲見  譲 委員 岐阜県老人福祉施設協議会 

棚橋 靖夫 委員 岐阜市老人クラブ連合会 

中谷  圭 委員 一般社団法人 岐阜市医師会 

西脇 嘉之 委員 公募委員 

平工 佐富 委員 岐阜市自治会連絡協議会 

安江 紀裕 委員 岐阜県老人保健施設協会 
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■審議概要 

1 開会 

事務局 

本日の委員会については、構成委員 15名のところ過半数の出席をいただいているの

で、岐阜市高齢者福祉計画推進委員会規則第 5 条の規定により、本委員会は成立して

いる。 

それでは議事に入る。以後の進行は委員長にお願いする。 

 

2 議事 

 

議事 1 第 8期岐阜市高齢者福祉計画（令和 5年度）の進捗状況について 

（資料 1、参考資料 1-1、参考資料 1-2により事務局から説明） 

 

委員長 

ただ今の説明について、ご意見等はあるか。 

 

委員 

保険者機能強化等交付金とはどのようなものか。 

 

事務局 

各評価指標について、出来ているものに〇を付け、〇の数によって合計点数が算出

され、その合計点数に応じて各自治体に交付金が交付されるものです。 

 

委員 

コロナ禍での事業実施は大変だったと思う。 

 

委員 

通所型サービス C の利用者が回復してきているが、包括によって利用にばらつきが

あるので、方法を考えた方がよいのではないかと思う。また、認知症予防の利用者が

いないということで、今のやり方が単発の事業で終わっているので、一体的な介護予

防事業としてやっていければよいのではないかと思う。 

 

委員 

包括支援センターの相談件数が増えているので、体制強化は必要であると思う。 

 

委員 



- 3 - 

 

介護保険の施設は計画に従って整備しているが、有料老人ホームは増え続けている

ので、何らかの歯止めが必要ではないかと思う。 

 

事務局 

現状は有料老人ホームの設置を規制するものがありません。今後の計画において、

有料老人ホームの増加も視野に入れた整備計画を行ってまいります。 

 

事務局 

認知症予防事業につきまして、各包括支援センターの取り組みを把握しながら、効

果的な実施に取り組んでいきたいと思います。 

 

委員長 

他にご意見等なければ、次の議題に移る。 

 

3 報告 

 

報告 1 第 9期岐阜市高齢者福祉計画における介護保険施設整備計画の進捗状況 

（資料 2により事務局から説明） 

 

委員長 

ただ今の説明について、何かご意見等あるか。 

 

委員 

小規模多機能居宅介護は、ケアマネジャーを替えなければいけないので利用を集め

るのが大変である。小規模多機能型居宅介護の計画をグループホームに代えるなど、

柔軟にできるようになるとよい。 

 

事務局 

ケアマネジャーの交代については、国の制度であるため致し方ありませんが、今後

の整備については考慮していきたいと思います。第 9 期計画におきましては、地域限

定の募集ではなく市全域での募集としております。 

 

委員 

介護人材不足で事業所がなくなっているということはあるのか。 

 

事務局 
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今のところ市ではそのようなことは起こっていませんが、介護人材不足は課題とな

っていますので、対応を検討してまいります。 

 

委員長 

全体を通して何かご意見等あるか。 

 

委員 

2025年問題の年度に入り、2040年問題も迫ってきている中で、家族の形態が変わっ

てきていおり、支援も難しくなっている。ニーズにあった施策ができているかどうか

一つ一つ検証しながら進めていってもらいたい。 

 

委員長 

他にご意見等なければ、議事についてはここまでとする。 

 

4 その他 

委員長 

最後に、その他として何かあるか。 

 

事務局 

次回・第 2 回の委員会は、令和 7 年 2 月に開催予定である。詳細な日時、場所等に

ついては、開催の 1か月前に連絡する。 

 

（閉会） 


